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社会福祉法人芳春会 

ビオラ和泉デイサービスセンター 基準該当生活介護 重要事項説明書 

 

この「重要事項説明書」は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第

76 条及び「大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例（平成 24 年大阪府条例第 107 号）」第 10 条の規定に基づき、当事業所の

概要や提供するサービスの内容、契約を締結する前に知っておいていただきたいことを事業者が説明するも

のです。 

 

１ 基準該当生活介護サービスを提供する事業者について 

事 業 者 名 称  社会福祉法人 芳 春 会 

代 表 者 氏 名  理 事 長  老 木 浩 之 

所 在 地  〒594-0073  和泉市和気町三丁目５番１９号 

設 立 年 月 日  １９９３年 ５月２２日 

 

２ ご利用者へのサービスを提供する事業所について 

（１）事業所の所在地等 

事 業 所 の 種 類  基準該当生活介護事業所  第２７４０５０００１８号 

事 業 所 の 主 た る 対 象 者 

 身体障害者（１８歳未満の者を除く） 

 知的障害者（１８歳未満の者を除く） 

 難病対象者（１８歳未満の者を除く） 

事 業 所 の 名 称  ビオラ和泉デイサービスセンター 

事 業 所 の 管 理 者  施 設 長  松 田 康 子 

事 業 所 の 所 在 地  〒594-0073  和泉市和気町三丁目５番１９号 

電 話 番 号  ０７２５－４６－０４６０ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  ０７２５－４６－０４６１ 

相 談 担 当 者 
 ビオラ和泉デイサービスセンター 

 課長補佐（生活相談員） 井口 真吾 

通 常 の 事 業 の 実 施 地 域  和泉市 

事業所が行う他の障害福祉 

サ ー ビ ス 等 

 基準該当自立訓練（障害者福祉サービス） 

 第２７４０５０００１８号 

 指定通所介護（介護保険サービス） 

 大阪府指定 第２７７０５００３００号 
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（２）事業の目的及び運営方針 

事 業 の 目 的 

 障害者福祉サービスの基準該当生活介護を適正、かつ、円滑な運営の実

施を図り、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切

な基準該当生活介護の提供を確保します。 

運 営 方 針 

① 利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう援助し、社会的孤立感の解消、心身機能の

維持並びに家族負担の軽減に努め、必要な援助を行います。 

② 利用者の意思、人格を尊重し、サービスの提供に努めます。 

③ 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者のお住

まいの市町村、他の障害福祉サービス事業者、相談支援事業者、障害

者支援施設、その他保健医療福祉サービスを提供する者と密接な連携

に努めます。 

④ 障害者総合支援等に定める内容のほか、介護保険法等関係法令を遵守

し、基準該当生活介護サービスを実施します。 

（３）事業所の営業日及び営業時間、サービス提供時間等について 

営 業 日 
 月曜日から土曜日 

 ただし、１２月３１日から１月３日までは休日 

営 業 時 間  午前８時００分から午後６時００分まで 

サ ー ビ ス 提 供 時 間  午前９時から午後４時３０分まで 

利 用 定 員  １日３５名（介護保険サービス利用定員に含む） 

（４）従業者の職種、員数及び職務内容 

管 理 者 （ １ 名 ）  職員及び業務の実施状況の把握、その他業務の管理を一元的に行います。 

生 活 相 談 員 （ ２ 名 ） 

 利用申し込みの相談、調整、通所介護職員に対する相談助言及び技術指

導の実施、また、通所介護職員と協力して、通所介護計画の作成をしま

す。 

介 護 職 員 （ ７ 名 ） 
 日常生活上の世話、及び、機能訓練等の援助、その他必要な介護を行い

ます。 

看護職員（３名） 

{内２名は職員配置に応じて 

機能訓練指導員と兼務} 

 日常生活上の健康管理、その他必要な療養上の世話を行います。 

機 能 訓 練 指 導 員 （ ２ 名 ）  機能訓練等の計画作成、及び訓練等の実施を行います。 
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３ 提供するサービス内容と料金及び利用料について 

（１）提供するサービスの内容について 

① 入 浴 サ ー ビ ス 
 自力による入浴が困難な人に対しても、特別浴槽や車椅子による入浴を

行います。 

② 給 食 サ ー ビ ス  栄養のバランスが取れた食事を提供します。 

③ 生 活 指 導  日常生活に関する相談に応じ、必要な助言や指導を行います。 

④ 介 護 サ ー ビ ス  移動や排泄の介助、見守り等のサービスを行います。 

⑤ 機 能 訓 練 
 創作活動的軽作業や体操、スポーツ、ゲーム、レクリエーションなどを

実施し、機能の回復又はその減退を防止するよう努めます。 

⑥ 健 康 チ ェ ッ ク 
 日常の健康状態をチェックし、健康・医療相談に応じ、必要な指導や助

言を行います。 

⑦ 送 迎 サ ー ビ ス  リフト車等で、家庭からセンターまでの送迎を行います。 

⑧ 介 護 方 法 の 指 導  家族介護者に対して、介護技術の指導や必要な知識を提供します。 

（２）サービス料金とその利用料（自己負担額）について 

区  分 

基本料金 食事加算 

料  金 利 用 料 料  金 利 用 料 

基 準 該 当 

生 活 介 護 
７１６５円 ７１６円 ３１１円 ３１円 

※食事加算は、受給者証に記載される「食事提供加算対象者」の欄において、「該当」と記載された方が対象

となります。 

 

※介護職員処遇改善加算について 

平成２９年度報酬改正に伴い、利用料の合計額に別途４．２%相当の「介護職員処遇改善加算利用料」が加

わります。利用料は当法人の職員を確保して適正なサービスを保ち、職員の給与改善として適切な労働対価

を支払い、適切なサービスの質を保つために活用します。 

 

４ その他の費用について 

① 食費 
 １食につき「６００円」をいただきます。ただし、食事加算が適用され

る方については、１食につき「３００円」をいただきます。 

② おむつ代  実費をいただきます。 
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５ 基準該当生活介護サービスの利用料の見積もり 

 ① サービス利用料 

曜 日 料 金 （ １ ０ 割 ） 利 用 料 （ １ 割 ） 食 費 合 計 利 用 料 

月     

火     

水     

木     

金     

土     

１週あたりの利用料（見積もり）合計金額  

※その他の費用 

 ① 食  費：１食につき「６００円」をいただきます（上記表記入金額）。ただし、食事加算が適用され

る方は、１食「３００円」をいただきます。 

 ② おむつ代：実費をいただきます。 

※１ヶ月あたり（４週）の利用者負担額（利用料とその他の費用の合計）のめやす 

 

利用者自己負担額の目安額（その他の費用を含む）                 円 

 

※見積もりの金額は、概算のものです。実際にお支払いいただく場合は、利用状況及び負担限度額等により異

なりますので、ご了承ください。また、上記金額に介護職員処遇改善加算は含まれていません。 

※利用者ごとに「利用者負担上限額」が設定されていますので、障害福祉サービス受給者証に記載される、「負

担上限月額」を参考にしてください。また、上記の見積もりにおいて、食費を除く利用料が「負担上限月額」

を超える場合は、実費にお支払いいただく額が、「負担上限月額」の金額となります。 

※見積もりの有効期間は、説明の日から１ヶ月です。 

 

６ 利用料、その他の費用の請求及び支払い方法について 

① 請求の方法 

ア 利用料、その他の費用は、サービス提供ごとに計算し利用月ごとの合

計金額により請求します。 

イ 請求書は、利用明細を添えて、利用月の翌月１５日頃に利用者宛にお

届けします。 

② 支払い方法 

ア 請求月の２７日までに、下記のいずれかの方法により、お支払いくだ

さい。 

（ア）利用者の指定口座からの自動振替 

（イ）窓口での現金支払 

※利用料、その他の必要の支払について、支払期日から２ヶ月以上遅延し、さらに、支払の督促から１４日以

内にお支払がない場合には、契約を解除した上で、未払い分をお支払いただくことになります。 
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７ 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者施設における虐待の防止について」 

（平成 17年 10月 20日障発第 1020001号厚生労働省社会援護局障害保健福祉部長通知）に準じた取扱 

いをするとともに、下記の対策を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 管 理 者    松 田 康 子 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。 

（４）個別支援計画の作成など、適切な支援の実施に努めます。 

（５）従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に

取り組める環境の整備に努めます。 

 

８ 秘密保持と個人情報の保護について 

  事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由 

なく、第三者に漏らしません。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した 

後においても継続します。 

事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の 

個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限 

り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

 

９ 事故発生時の対応について 

  当事業所が利用者に対して行う基準該当生活介護の提供により、事故が発生した場合には、速やかに利用

者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、事業所の責めに帰すべき事由

により、利用者の生命・身体・財産等を傷つけた場合には、その責任の範囲において、利用者に対してそ

の損害を賠償します。 

  当事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名  あいおい損害保険会社 

保険名  社会福祉施設総合保険 

賠償の概要  施設・在宅サービスに関する全ての事業・活動が対象 
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10 緊急時の対応方法について 

 サービス提供中に利用者に緊急の事態が発生した場合、利用者の主治医に連絡するとともに、予め指定する 

連絡先にも連絡します。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じるものとします。 

医 療 機 関 名 称  

主 治 医 氏 名  

住 所  

電 話 番 号  

緊 急 連 絡 先  

住 所  

電 話 番 号  

 

11 苦情解決の体制及び手順 

（１）当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談（お客様相談窓口） 

   サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払や手続きなどサービス利用に関するご相談、利用者の

記録等の情報開示の請求は、以下の窓口で受け付けます。 

  ○お客様相談係<苦情受付窓口（担当者）課長補佐  井口真吾 

  ○苦情解決責任者           施設長  松田康子 

  ○受付時間   月曜日～金曜日 午前８時４５分～午後５時３０分 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

ビオラ和泉 

デイサービスセンター 

所 在 地  和泉市和気町三丁目５番１９号 

電 話 番 号  ０７２５－４６－０４６０ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０７２５－４６－０４６１ 

受 付 時 間  午前８時４５分から午後５時３０分 

和泉市生きがい健康部 

障がい福祉課障がい福祉係 

所 在 地  和泉市府中町二丁目７番５号 

電 話 番 号  ０７２５－４１－１５５１ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０７２５－４４－０１１１ 

受 付 時 間  午前９時から午後５時１５分 

大阪府社会福祉協議会 

（運営適正化委員会） 

所 在 地  大阪市中央区谷町七丁目４番１５号 

電 話 番 号  ０６－６１９１－３１３０ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０６－６１９１－５６６０ 

受 付 時 間  午前９時から午後５時 
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12 重要事項説明書の説明年月日 

   

  平成   年   月   日 

 

  上記内容について、「大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事 

業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 24年大阪府条例第 107号）」第 10条の 

規定に基づき、利用者に説明を行いました。 

 

（事業者） 

所 在 地  和泉市和気町三丁目５番１９号 

事 業 者 名  社会福祉法人 芳 春 会 

代 表 者 氏 名  理 事 長  老 木 浩 之           印 

事 業 所 名  ビオラ和泉デイサービスセンター 

説 明 者 氏 名                           印 

 

（利用者） 

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

住 所  

氏 名                           印 

 

（利用者代理人）※法定代理人を含む 

住所  

氏名                           印 

 

※代理人として、利用者                   が、本重要事項説明書の説明を受けたこと

を、確認しました。 

 

 

この重要事項説明書について、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問してください。 

 

 

 

 

 

 

 


